
５月29日㈰～６月４日㈯は

春の清掃週間

市役所の仕事って何？どんな職場なの？

市職員採用
ミーティング

納期限のお知らせ

狭あい道路の解消に向けた
支援制度をご活用ください

　５月30日（ごみゼロの日）を含む１週間は「春の
清掃週間」です。環境美化・ごみの減量化について
考え、取り組む１週間にしましょう。
【一斉清掃の日　参加団体・事業所の募集】
　５月29日㈰に一斉清掃を実施します。市では清掃
活動をしていただける団体・事業所を募集します。
事前に申込みした団体・事業所には、ごみ袋を配布
し、ごみを運搬します。
とき　５月29日㈰　７時30分～９時
※西端地区は７時～８時30分です。
ところ　自宅や会社周辺など各団体で定めた場所
申込み　５月６日㈮までに環境課ごみ減量係

　皆さんの疑問に先輩職員がお答えします。気軽に
参加してください。
とき　５月16日㈪　10時～16時（全４回、各回１時
間程度）
ところ　市役所２階談話室１～３
対象　碧南市への就職を考えている人
定員　72人（先着順）
申込み　５月10日㈫までに経営企画課人事係
※参加の有無は採用に影響しません。詳しくは市ホ
ームページをご覧ください。

　狭あい道路（幅員が1.8ｍ以上4.0ｍ未満の道路）
に面している場合、建物を建築するには道路中心線
から２ｍまで後退しなければなりません（建築基準
法第42条第２項）。
　このとき、道路境界線から後退した部分を「後退
用地」といいます。この後退用地を市に寄付してい
ただく場合には用地測量費、分筆費用などは市が負
担します。
　狭あい道路のままでは、日照や通風、採光などの
確保や、消防車や救急車などの緊急車両の通行の妨
げになるなどの問題があります。このような問題を
解消するために、市の支援制度をご活用いただき、
後退用地の寄付にご協力をお願いします。
　詳細は、市ホームページをご覧ください。
問合せ　土木課管理係

今後の納税のこよみ
納期限 税金の種類

５月２日㈪ 固定資産税・都市計画税第１期
５月31日㈫ 軽自動車税全期
６月30日㈭ 市県民税（普通徴収）第１期

８月１日㈪
固定資産税・都市計画税第２期
国民健康保険税第１期

８月31日㈬
市県民税（普通徴収）第２期
国民健康保険税第２期

９月30日㈮ 国民健康保険税第３期

10月31日㈪
市県民税（普通徴収）第３期
国民健康保険税第４期

11月30日㈬ 国民健康保険税第５期

12月26日㈪
固定資産税・都市計画税第３期
国民健康保険税第６期

平成29年
１月31日㈫

市県民税（普通徴収）第４期
国民健康保険税第７期

２月28日㈫
固定資産税・都市計画税第４期
国民健康保険税第８期

問合せ　税務課管理係
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